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１ 市民活動推進基金（市民活動げんき基金）について

基金の状況

・当初積立額：
15,000,000円
（平成16年時点）

・基金残高：
9,717,514円

（令和２年度末現在）

・令和３年１０月からマッチ
ング・ギフトを一時休止

令和３年１０月からマッチング
・ギフトを一時休止します。
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スタート支援 ステップアップ支援

対象団体 本制度による補助を受けたことが
ない団体

スタート支援を受けたことがある団体、
または設立後２年以上の団体

対象事業 茅ヶ崎市民が受益者となりうる公益的な事業

１事業
あたりの
補助限度額

事業に要する経費の

９０％または１０万円
のいずれか低いほう

事業に要する経費の

８０％または６０万円
のいずれか低いほう

補助回数 同一団体１回限り 同一団体につき３回まで

予算額 令和３年度 ３００万円

市民活動推進基金を原資とする制度

２ 市民活動推進補助制度について
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２ 市民活動推進補助制度について
申請～実施報告までのスケジュール

事業実施
公開プレゼン
・ヒアリング

企画書
提出

実施報告会

４月 翌年３月 ５～６月３月１月 ４月

報告書
提出

事前質問
の検討

公開プレゼン
・ヒアリング
への出席

実施報告会
への出席

評価会議 評価会議

市民活動推進委員会の開催スケジュール
２月 ３月 ３月 ５月～６月 ５月～６月 団

体
へ
の
通
知
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時期 作業内容

９月中旬 募集要項について協議（第５回委員会）

１１月上旬 募集要項の確定（第６回委員会）

12月上旬 募集開始

１月中旬 募集締め切り

１月下旬 提案事業冊子作成、委員への送付、事前質問（案）の作成依頼

２月中旬 提案事業の確認及び事前質問の調整（第７回委員会）

２月下旬
～３月上旬 提案団体での事前質問に対する回答の作成

３月下旬

委員への事前質問に対する回答の配布

公開ヒアリング・プレゼンテーション（第８回委員会）

評価会議（第９回委員会）

２ 市民活動推進補助制度について（今後の予定）

事前質問は、委員から質
問案を募集し、事務局で
取りまとめを行いいます。

公開ヒアリング・プレ
ゼンテーションの直前
もしくは当日の提供に

なる予定です。
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３ 茅ヶ崎市民活動サポートセンターについて
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・指定管理者：
NPO法人NPOサポートちがさき

・指定管理期間：
令和３年～令和８年

・指定管理料：
139,721,000円（総額）

指定管理の状況

（令和３年７月６日時点）



４ 茅ヶ崎市市民活動等災害補償制度について
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市民活動中の賠償責任事故・傷害事故に関する補償制度

・令和元年度
賠償事故：０件
傷害事故：４３件

・令和２年度
賠償事故：０件
傷害事故：８件

報告の状況

（令和３年７月６日時点）


